
 

  

第 5 章 
施策及び具体的取組 

この章では、取組目標 1～8 の各施策で 

取り組んでいく具体的な取組内容を示します。 
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■取組目標１：建設産業の魅力向上や市民理解の醸成 
 施策 1-1：建設産業の PR 事業の推進【業界団体、企業、市】 
 施策 1-2：女性がいきいきと働く姿を通した魅力発信【業界団体、企業、市】 

■取組目標２：建設産業の働き方改革の推進 
 施策 2-1：工事発注における週休２日の取組の推進【企業、市】 
 施策 2-2：適正な工期及び業務履行期間の設定【市】 
 施策 2-3：施工時期及び業務履行期限の平準化の推進【市】 
 施策 2-4：受注者の作業効率化の推進【市】 
 施策 2-5：労働時間縮減に向けた取組の推進【企業】 

■取組目標３：担い手確保に向けた取組の推進 
 施策 3-1：担い手確保に向けた取組の積極的な実施【企業】 
 施策 3-2：建設産業の活性化に資する取組に対する助成制度の拡充【市】 
 施策 3-3：女性にとっても働きやすい環境づくりの推進【市】 
 施策 3-4：技術者及び技能労働者の採用に向けた取組等への支援【市】 
 施策 3-5：企業の枠を超えた若者・女性の活動に対する支援【業界団体、企業、市】 
 施策 3-6：各種支援制度等に関する情報の集約・発信【市】 

■取組目標４：人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の支援 
 施策 4-1：企業の人材確保等の取組や技術力を考慮した発注方法の活用【市】 
 施策 4-2：建設産業の活性化に資する取組に対する表彰制度等の検討【市】 

■取組目標５：企業の経営基盤の強化と適正な利潤の確保 
 施策 5-1：適正な予定価格の設定【市】 
 施策 5-2：中長期的な事業量の見通し【市】 
 施策 5-3：地域を支える地元企業等の受注機会の確保【市】 
 施策 5-4：下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の実施【企業】 
 施策 5-5：下請契約等の適正化に関する啓発の強化【市】 

■取組目標６：生産性向上につながる i-Construction の推進 
 施策 6-1：ICT 活用工事の拡大【市】 
 施策 6-2：i-Construction による事業の効率化【企業、市】 
 施策 6-3：ICT 施工の導入促進策の検討【市】 

 施策 6-4：受注者の作業効率化の推進【市】（施策 2-4 再掲） 

■取組目標７：建設産業の発展に向けた横断的な取組の実施 
 施策 7-1：企業の事業承継などの取組への支援【市】 
 施策 7-2：関係業界との連携強化【企業、市】 
 施策 7-3：札幌市産業人材創出推進本部や関連計画等との連携【市】 
 施策 7-4：教育分野との連携【市】 
 施策 7-5：他機関の建設産業関連施策との連携【市】 

■取組目標８：将来に向けた広い観点での中長期的課題の検討 
 施策 8-1：地元建設産業の持続的な体制確保に向けた中長期的課題の検討【市】 
 施策 8-2：国の政策に関する要望の対応検討【市】 
 施策 8-3：官民含めた建設業界全体での働き方改革の推進【企業、市】 
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■取組目標 1：建設産業の魅力向上や市民理解の醸成 

 

施策１-１：建設産業の PR 事業の推進【業界団体、企業、市】 

建設現場の労働環境の改善に向け、これまで業界を挙げた取組により改善が図ら

れてきているものの、就職後の労働環境や人間関係等を不安視する若者や、子の就

職先として反対する親は依然として多いなど世間一般にはネガティブなイメージを

持たれています。その一因として、情報発信の不足も挙げられています。 

建設産業の担い手確保のためには、建設産業の果たしている社会的役割、魅力や

働き方改革の取組などについて正しく伝え、理解を醸成していくことが必要です。

これまで業界団体、企業や札幌市を含む行政においても各種 PR の取組が展開され

ていますが、今後も学生や一般市民に対して高い PR 効果を発揮できるように、関係

機関と連携を図りながら、各種 PR の取組を一層推進します。 

 

1-1-1 施設見学、各種ツアー、建設産業ふれあい展などの PR 事業の継

続・拡大 

（取組・方向性） 

・札幌市の PR 事業は今後も継続を基本とし、高校生・大学生等を対象とす

る施設見学会等については、新規の対象となる学校がある場合は実現に向

けて検討します。拡充 

・関係機関と連携を図り、既存の PR イベントの活用に向けた調整を行うと

ともに、新規イベントなどの効果的な実施に向けて検討を進めます。新規 

・PR の取組を拡大する際には、学生全般、保護者、学校教諭、既卒者など、

対象を広く捉えるよう留意します。検討項目の例及び PR 内容の留意事項

を以下に示します。拡充 
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PR の取組拡大に向けた検討項目のイメージ 

・既存の PR イベントの継続・拡大（親子・女子対象の施設見学ツアー32、学

生向け現場見学会33、建設産業ふれあい展34、ワク！WORK！学校祭35など） 

・PR 用パンフレットの作成・頒布 

・建設業界と札幌市が共催する新規 PR イベント 

・小・中学生やその保護者に建設産業の大切さ等を知ってもらうための様々

な機会の活用（地域での工事現場の見学会開催や雪体験授業36との連携な

ど） 

（参考）PR の内容に関する留意事項 

・PR の内容については、次に示す項目などを対象に応じて構成し、効果的な

ものとなるよう留意します。 

※建設産業の仕事の魅力、社会的必要性、企業に就職するまでのルート、労働

環境に対する悪いイメージの払拭、安心できる地元の就職先、女性の視点、

見学会や就業体験機会の提供など 

 

1-1-2 建設産業の魅力を伝える PR パンフレット等の制作及び活用 

（取組・方向性） 

・建設産業の魅力を的確に伝えるため、対象毎に PR パンフレットを制作し、

様々な PR イベント等において活用します。新規 

※PR パンフレットの対象例：①高校生、②小中学生、③女子学生 

・PR パンフレット等は、データ化して札幌市、業界団体、企業のホームペー

ジ等での活用も促します。新規 

・PR 動画の制作などについても検討します。新規 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
32 【親子・女子対象の施設見学ツアー】札幌市が主催している「夏休み親子土木施設見学ツアー」や「土木施設

めぐり女子ツアー」などの現場見学ツアー。 
33 【学生向け現場見学会】札幌市が高校や大学の土木系学科の学生を対象とした土木施設の現場見学会。 
34 【建設産業ふれあい展】市民に建設産業を身近に感じてもらうための札幌駅前通地下歩行空間で開催するイベ

ント（北海道庁と札幌市の共催）。 
35 【ワク！WORK！学校祭】札幌市が主催する高校生（学科問わず）を対象とする進学・就職の総合的な体験

型展示イベント。 
36 【雪体験授業】札幌市が小学校高学年を対象に実施している除雪に関する体験学習。 
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1-1-3 札幌市や建設業界のホームページの活用等による情報発信体制

の充実 

（取組・方向性） 

・業界団体、企業からの積極的な情報発信が建設産業や各企業に対する理解

促進につながることから、業界団体、企業のホームページ・SNS 等の開設

拡大・内容充実を図ることにより、情報発信の強化を目指します。新規 

・札幌市の情報発信について、市の取組を集約するほか、他機関の助成制度、

国の取組や通知、企業の働き方改革の成功事例など、各企業が活用できる

幅広い情報を掲載するための見直しを図ります。新規 

・業界団体、企業のホームページ活用による情報発信を促進するため、ホー

ムページ開設等に対する支援策を検討します。また、各企業のホームペー

ジ上に建設産業の PR パンフレットの掲載を促します。新規 

 

  

夏休み親子土木施設見学ツアー 土木施設めぐり女子ツアー（お茶会） 

学生を対象とした現場見学会 建設産業ふれあい展 
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施策１-２：女性がいきいきと働く姿を通した魅力発信【業界団体、企業、市】 

女性にとっても働きやすい環境を整備することは、全ての就業者が働きやすい環

境を整備することにつながります。建設産業でいきいきと働く女性の姿は建設産業

のイメージを大きく変えるとともに、入職者の増加にもつながることから、女性が

働く姿を通して魅力を発信します。 

 

1-2-1 女性技術者等が参加するイベントの実施 

（取組・方向性） 

・女性就業者の入職促進や離職防止を図るため、「土木施設めぐり女子ツアー
37」などで女性就業者や女子学生に交流の場を提供することにより、入職

に対する不安を払拭するとともに、社会人になった後の人脈形成を促進し

ます。また、こうした場での体験談や、参加した学生の声などを、PR に活

用します。新規 

 

1-2-2 女性の活動団体との連携強化 

（取組・方向性） 

・建設産業に関わる女性主体で構成される活動団体との連携強化により、企

業の枠を超えて女性の技術者等が集まり、交流・研修・PR 等に精力的に取

り組むことで、建設分野における女性活躍を推進するとともに団体の活動

に対する支援策を検討します。新規 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
37 【土木施設めぐり女子ツアー】札幌市内の土木系の学科に所属する女子学生を対象に、現場見学や建設産業の

女性就業者との交流を通じて、建設産業の魅力を伝えるとともに、現場で働くイメージを掴んでもらうことを

目的として札幌市が開催するツアー。 
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■取組目標 2：建設産業の働き方改革の推進 

 

施策２-１：工事発注における週休２日の取組の推進【企業、市】 

週休２日は、若年層の入職先として選ばれる産業を目指すうえで必要であるとと

もに、建設産業の働き方改革の実現に向けて中核となる取組であることから、受注

者が建設現場の週休２日の取組を導入しやすいように、発注者は必要な環境整備を

図るなど受注者の取組を促進する施策を講じる必要があります。 

なお、札幌市の発注工事は、施設の運用や関連工事との調整などの現場条件によ

っては、週休２日の導入が適していない工事があることに留意する必要があります。

また、１年単位の変形労働時間制38の導入により作業効率の良い積雪前までの時期を

有効活用するなど、各企業は工夫しながら改正労働基準法39への適合を図っているよ

うに、多様な働き方が存在することに配慮する必要があります。 

 

2-1-1 週休２日工事の実施拡大 

（発注者の取組） 

①工事での週休２日実施を希望する企業が導入しやすい環境を整えるため、

週休２日を前提とした工期を確保し、可能な限り週休２日工事40（受注者

希望型41）を採用します。そのために、工期の制約を受けるような場合につ

いても、事業計画の段階から予算を含めて週休２日を考慮したスケジュー

ルを検討します。拡充 

②週休２日工事達成時の工事成績加点42等の取扱いについては、工事の性質

上適用できない工事が不利とならないよう配慮します。継続 

③週休２日の導入と併せて、関連する次の取組についても最大限考慮します。

拡充 

・工事発注の際には、工期設定要領に基づき適正な工期を確保します。【施

策 2-2-1】 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
38 【変形労働時間制】労働基準法に規定された、労働時間を月単位・年単位で調整するなどの運用を弾力的に行

う制度。 
39 【改正労働基準法】働き方改革関連法（2018.6 成立）を構成する８本の改正法の一つで、時間外労働の罰則

付き上限規制が導入された。（⇒第３章 p11 参照） 
40 【週休２日工事】建設現場における週休２日の確保などによる働き方改革の実現に資する取組として、札幌市

が試行的に導入している工事。週休２日の履行が確認できた工事については、工事経費の補正及び工事成績評

定における加点評価を行う。 
41 【受注者希望型】週休２日の工事現場での取組について、受注者が希望する場合に実施する「受注者希望型」

と、工事発注時に実施を義務付ける「発注者指定型」がある。 
42 【工事成績加点】札幌市の週休２日試行工事要領では、工事着手日から工事完成日までの期間において、現場

閉所日数の割合が４週８休以上の履行が確認できた場合に、工事成績評定において加点を行うこととしてい

る。 
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・労働時間縮減に向けた書類簡素化や作業効率化等の取組を推進します。

【施策 2-4-1～2】 

・工事の余裕期間制度（フレックス方式）の採用が可能な現場については

極力採用します。【施策 2-3-3】 

（受注者の取組） 

① 働き方改革の実現のため、週休２日の導入等に積極的に取り組みます。 

拡充 

② 週休２日の導入と併せて、関連する次の取組についても最大限考慮しま

す。拡充 

・下請契約の締結等は、国の通知に基づき適正に実施します。 

【施策 5-4-1】 

・下請企業においても、月給制43の導入を考慮するなど、労働者の週休２日

の希望に応えることのできる労働環境の確保を目指します。 

 

2-1-2 週休２日の導入を考慮した補正率の見直し 

（取組・方向性） 

・週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正44などに

ついては、国や他の地方自治体の動向を踏まえ、適切に対処します。継続 

・国や北海道が補正率等の見直しを行う場合には、市としても速やかに追従

できるよう対応を図ります。継続 

 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
43 【月給制】賃金を月単位の労働に対して定める制度。 
44 【週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正】札幌市の週休２日試行工事要領では、工

事着手日から工事完成日までの期間の現場の閉所状況に応じた経費の補正を行うこととしている。 
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施策２-２：適正な工期及び業務履行期間の設定【市】 

長時間労働の是正や週休２日の確保など建設産業の時間外労働の上限規制45の適

用に向けた環境整備に配慮して、発注者として週休２日の確保を前提とする適正な

工期及び業務履行期間の設定に努めます。 

 

2-2-1 週休２日の確保を前提とした工期等の設定 

（取組・方向性） 

・事業計画の検討段階からスケジュールや予算を含めて週休２日を考慮しま

す。拡充 

・工事発注の際には、工期設定要領46に基づき適正な工期を確保します。 

継続 

・設計業務においても標準的な履行期間を設定するため、国の「履行期間設

定支援ツール47」の導入状況などを踏まえつつ、適正な履行期間を確保す

る取組を検討します。新規 

 

2-2-2 業務履行期間の変更等の柔軟な運用 

（取組・方向性） 

・災害発生時には、緊急の調査・設計業務や応急復旧工事などへの従事が、

他の業務や工事より優先される必要があります。このように、履行条件に

変更があった場合は、札幌市委託業務契約約款48等の規定に基づき、業務

履行期間の延長等に対して適切かつ柔軟な運用を図ります。継続 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
45 【時間外労働の上限規制】働き方改革関連法による改正労働基準法において、建設業は５年の猶予期間後の

2024 年 4 月から時間外労働の上限規制が適用される（建設関連業は猶予期間の対象外）。 
46 【工期設定要領】札幌市が発注する土木工事や営繕工事の工期設定に際し、週休２日を踏まえた適正な工期設

定方法や関連事項について定めたもの。 
47 【履行期間設定支援ツール】国土交通省が設計業務の品質確保に関する取組として過去の実績を基に作成し

た、設計業務等の標準的な履行期間を設定するための支援ツール。 
48 【札幌市委託業務契約約款】委託者及び受託者が、委託業務の契約を履行する際に基づかなければならない約

款。 
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施策２-３：施工時期及び業務履行期限の平準化の推進【市】 

限られた人材や資機材等で計画的・効率的に工事等を執行するため、施工時期及

び業務履行期限の平準化の取組を推進するとともに、工事の余裕期間制度（フレッ

クス方式）49の活用が可能なものについては積極的に活用を図ります。 

 

2-3-1 債務負担行為の活用等による工事の早期発注の継続・拡大 

（取組・方向性） 

・工事の平準化や適期施工の取組として、これまでも債務負担行為の活用50

等により早期発注に努めているところであり、今後においても、発注件数

のバランスに留意しながら、引き続き債務負担行為の活用等を図ることで

平準化を推進します。継続 

 

 

2-3-2 業務履行期限の平準化の推進 

（取組・方向性） 

・業務履行期限が年度末に集中するのを防ぐため、早期発注する業務を増加

し平準化を進めます。拡充 

・品確法51の改正で、繰越明許費52や債務負担行為の活用が明文化されたこと

を受けて、設計業務等の早期発注に向けた活用についても検討します。 

新規 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
49 【工事の余裕期間制度（フレックス方式）】工事の受注者の円滑な工事体制の整備を図ることを目的とし、全

体工期内で受注者が決定する工事の始期と終期で契約締結を行う制度。 
50 【債務負担行為の活用】施工時期等の平準化を図るため、単年度会計の例外である債務負担行為を設定し、新

年度の工事等の入札・契約を前年度に行うことにより、前年度中又は新年度当初の工事着工を可能とするも

の。 
51 【公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）】公共工事の品質確保に関する責務、品質確保のための

基本理念、基本方針を明記し、受注者の技術的能力の審査等を義務付けることにより、品質確保促進を図るこ

とを目的とした法律。（最近改正 2019.6） 
52 【繰越明許費】歳出予算のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内に支出が終了しないと見込ま

れるものを、予め議決を経て翌年度に繰越し使用できるもの。 
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（参考）品確法の改正について 

・R1.6 の品確法の改正において、第７条「発注者等の責務」に次の内容が規

定されました。 

①公共工事等（調査及び設計を含む）の実施時期の平準化を図るため、「繰

越明許費又は債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定」

「中長期的な公共工事等の発注見通しの作成等」を行うこと 

②公共工事等の従事者の労働時間等が適正に確保されるよう、適正な工期

を設定すること 

 

 

2-3-3 余裕期間制度（フレックス方式）対象工事の活用 

（取組・方向性） 

・工事の余裕期間制度（フレックス方式）は、円滑な工事体制の整備や働き

方改革の推進につながるなど、受注者にとってのメリットがあるため、適

用可能な工事については対象件数の拡大を目指します。拡充 

※導入時は試行により課題の把握に努めます。 

 

（参考）工事の余裕期間制度（フレックス方式）について 

・受注者の円滑な工事体制の整備を図ることを目的とし、全体工期内で受注

者が決定する工事の始期と終期で契約締結を行う制度。受注者にとって、技

術者の最適な配置、資機材の有効活用を図ることで、人手不足の緩和、働き

方改革の実現、残業時間の縮減などの効果に結びつくことが期待されます。 

・なお、庁舎営繕工事53やプラント工事54など、施設の運用に関わる場合や工

期に制約のある工事については適用が難しい場合もあります。また、冬期施

工による品質低下が生じないような運用が必要です。 

 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
53 【庁舎営繕工事】札幌市が所有する建築物の新築・増改築・修繕工事などを一括して総称する。 
54 【プラント工事】水道、下水道、ごみ処理などの処理施設の設備に関連する工事を指す。 
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施策２-４：受注者の作業効率化の推進【市】 

建設産業では人材不足が進むなか、改正労働基準法への適合と働き方改革の取組

が求められる状況となっています。また、令和元年度に改正された品確法において

は、公共工事に関する測量、調査及び設計が法の対象に追加されたことにより、業務

成果の品質向上が求められることとなりました。そのため、工事や業務の作業効率

化に資する取組を推進します。 

 

2-４-1 工事に係る事務の効率化 

（取組・方向性） 

(1) 工事書類及び検査の簡素化 

・工事書類の簡素化について、北海道建設部での工事書類の標準化・簡素化

の取組55と同様の取組を進めるなどにより、受注者の工事事務の軽減を図

ります。拡充 

・中間技術検査56については、負担増につながっている可能性も考慮し、簡

素化を検討します。拡充 

 

(2) 電子納品の推進 

・電子納品57については、工事事務の効率化のほか、品質向上、情報の長期

保存、コスト縮減等に効果があることから、受注者の負担に配慮しつつ、

国土交通省の要領58に準拠した電子納品を推進します。拡充 

 

(3) ASP の導入推進 

・ASP（情報共有化システム）59の活用により工事事務の効率化を図るため、

受注者の負担に配慮しつつ、導入を推進します。拡充 

 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
55 【北海道建設部での工事書類の標準化・簡素化の取組】北海道建設部が共通仕様書で定める 91 様式のうち、

13 様式を提出不要とするほか、7 様式の自由様式化や他官庁との様式統一などの標準化・簡素化を図るもの。 
56 【中間技術検査】工事完了の前に実施する品質確保のために行う検査で、特記仕様書で 1 回以上の検査実施

を義務付けている。 
57 【電子納品】調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること。 
58 【国土交通省の要領】工事完成図書の電子納品等要領（2019.4 改定） 
59 【ASP（情報共有化システム）】書類、写真、スケジュール等の現場管理や監督に必要な情報を、受発注者が

システム上で情報を交換・共有する情報共有化システムであり、国土交通省の発注工事では導入が進められて

いる。 
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2-４-２ 業務等の効率化に資する取組 

（取組・方向性） 

・設計等の業務の発注者は、受注者の時間外や休日の作業・打合せを前提と

した指示を行わないこと（ウィークリースタンス）や、受注者からの質問

に対して速やかに返答すること（ワンデーレスポンス）など、受注者の環

境改善につながる対応について徹底を図ります。拡充 

・このほかに、条件明示の徹底、業務スケジュールの適切な管理などの効率

化に資する取組についても、受注者の意向を踏まえながら効果的に取り入

れることを検討します。新規 

※着手時の打合せ等において、業務履行に活用する項目について確認を行うこと

とします。 

・工事においても、ウィークリースタンス、ワンデーレスポンスおよび条件

明示の徹底等については業務と同様の取り扱いとするほか、その他の効率

化に資する取組についても受注者が希望するものについては、着手時の打

合せ等において活用する項目を確認し、取組の推進に努めることとします。

新規  

 

＜表７ 業務等の効率化に資する取組項目＞ 

取組項目 取組の内容 

①ウィークリースタン

ス 

打ち合わせ時間や資料作成に関する依頼時間・期限日等に配

慮する 

②ワンデーレスポンス 
受注者からの質問・協議に対して発注者からの回答（指示）

を速やかに行う（原則１日以内、困難な場合は受発注者協議

の上、回答期限を設けるなど） 

③条件明示の徹底 業務等の発注時において必要な諸条件等の明示を確実に行

い、受発注者間で情報共有する 

④業務確認会議 設計方針や設計条件等の確認を、受発注者が一堂に会し実施

する 

⑤合同現地踏査 受発注者が合同で現地踏査を行うことにより、設計条件や施

工の留意点等の情報共有を図る 

⑥業務スケジュールの

適切な管理 
業務の進捗状況、懸案事項等について受発注者が共有し、業

務を円滑に実施する（業務スケジュール管理表の活用など） 

⑦照査の確実な実施 照査に必要な期間を確保する等の環境整備を行う 
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施策２-５：労働時間縮減に向けた取組の推進【企業】 

建設産業の各企業は、時間外労働の上限規制60への対応や、就業者の適正な休暇の

取得に向けて、労働時間縮減の取組を推進します。 

 

2-５-1 各企業での週休２日の確保、または年間トータルでの休暇取得

の推進 

（取組・方向性） 

・工事や業務の受注者においても、工事や業務の規模、難易度や地域の実情、

不稼働日61等を踏まえた適正な工期を確保するとともに、下請業者も含め

て工程管理の徹底を図ります。継続 

・現場では週休２日の確保を目指すこととし、土日閉所62が可能な現場では、

その促進を図ります。拡充 

・現場条件やその他の理由により週休２日の確保が難しい場合も含めて、現

場で働く全ての人が年間トータルでの適正な休暇を取得できるよう努めま

す。拡充 

・建設業界全体の意識の醸成のために、国や道・市の発注工事で一体的に行

う統一土曜閉所63等に、積極的に取り組みます。拡充 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
60 【時間外労働の上限規制】働き方改革関連法による改正労働基準法において、建設業は５年の猶予期間後の

2024 年 4 月から時間外労働の上限規制が適用される（建設関連業は猶予期間の対象外）。 
61 【不稼働日】休日、降雨日、降雪期、出水期や現場状況を考慮した作業不能日数を指す。 
62 【土日閉所】土曜日曜に、現場事務所での作業を含めて現場が閉所された状態を指す。 
63 【統一土曜閉所】都道府県単位で、行政と業界団体が連携して実施する統一の現場一斉閉所の取組。 
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■取組目標 3：担い手確保に向けた取組の推進 

 

施策３-１：担い手確保に向けた取組の積極的な実施【企業】 

人材不足を課題に抱える各企業では、働き方改革や就業環境の整備、人材確保・育

成などの取組を進めていかなければならない状況です。各企業の取組は建設産業全

体の担い手確保においても不可欠であり、各種支援策などを活用しながら積極的に

取組を進めていくことが必要です。 

 

3-1-1 働き方改革や就業環境の整備、人材育成の推進 

（取組・方向性） 

・各企業が就職先として選ばれ、就業者の定着や能力発揮につなげるため、

働き方改革や就業環境の整備、人材育成等の取組の推進を図ります。拡充 

 

【各企業が取り組む項目の例】 

休日の確保、時間外労働の縮減、給与水準の引き上げによる処遇改善、ワーク・

ライフ・バランスの推進、女性にとっても働きやすい職場環境の整備、福利厚生

の充実、研修制度の充実、資格取得（多能工化64）の促進、建設キャリアアップシ

ステム65の導入など 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
64 【多能工化】建設工事において連続した複数の異なる作業や工程等を遂行するスキルを有する個人、あるいは

それを可能にする生産システム。地域建設産業における生産性向上において重要性が高まってきている。 
65 【建設キャリアアップシステム】個々の技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、ＩＣカードを通じ

てシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指すシステム。2019 年

4 月運用開始。 
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3-1-2 学生等の入職促進等に向けたインターンシップ等の取組の推進 

（取組・方向性） 

・学生等の入職促進及び離職防止効果があるインターンシップ66の実施や、

入職希望者に対する見学受入などの取組を推進します。拡充 

・インターンシップについては、札幌市の助成制度の活用を図るほか、個々

の企業での実施が難しい場合については、札幌市や札幌商工会議所が主催

するインターンシップ事業や、さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議

会67の職場体験実習等の各種事業の活用についても考慮します。拡充 

 

3-1-3 社員 10 人未満の企業における入職促進等に向けた取組の推進 

（取組・方向性） 

・就業規則の作成・届出義務のない社員 10 人未満の企業においても、就業

規則の作成に努めます。新規 

 

（参考）就業規則について 

・就業規則は社員 10 人以上の場合に作成・届出義務があります。（労働基準法第 

89 条） 

・10 人未満の企業でも採用時に就業規則に書かれた労働条件を明示することで、

入職促進・離職防止の効果が期待されます。 

 

3-1-4 企業 PR や求人等の各種情報発信の推進 

（取組・方向性） 

・各企業や業界団体からの積極的な情報発信が各企業や建設産業に対する理

解促進につながることから、企業や業界団体のホームページや SNS 等の開

設拡大・内容充実を図ることにより、情報発信の強化を目指します。【施策

1-1-3】新規 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
66 【インターンシップ】学生が就業前に企業などで「就業体験」を行うこと。入職増加や離職防止の効果がある

とされている。 
67 【さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会】札幌市域を対象とする通年雇用促進支援事業の実施主体とし

て、札幌市が中心となって設立した協議会。通年雇用促進支援事業は、季節労働者を支援し、季節労働者の通

年雇用化を促進することを目的とした厚生労働省の委託事業として、セミナーや求人開拓、合同企業説明会等

の各種事業を実施。 
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施策３-２：建設産業の活性化に資する取組に対する助成制度の拡充【市】 

札幌市では、2015 年度に建設業人材確保・育成支援事業68を立ち上げて、女性の

就業環境向上やインターンシップに取り組む企業等に対する助成事業を一部で実施

してきましたが、建設産業の担い手確保や生産性向上に向けた取組を更に推進する

ため、既存助成制度の見直しや新規助成制度を検討し、企業の取組を支援します。 

 

3-2-1 既存の助成制度の見直し（建設業人材確保・育成支援事業） 

（取組・方向性） 

(1)対象工事等の発注部局の拡大、助成対象の要件緩和の取組 

・対象局の拡大：対象となる局を拡大し、全庁的な取組として制度を活用し

ます。拡充 

・インターンシップ助成69要件の緩和：現行の３日間実施に対して企業の負

担が少ない２日間に要件緩和を行い、企業の取組を促進します。拡充 

(2)免許取得に対する助成制度の対象拡大の検討 

・建設機械運転免許取得助成対象70の拡大：現行制度は除雪オペレーターの

確保を目的に大型特殊免許を対象としています。今後は建設企業の若年就

業者の確保の促進を図るため、他の免許（大型免許、中型免許等）への拡

大を検討します。拡充 

※2t 貨物トラック等は、H29.3 までの普通免許で運転可能であったのに対し、そ

れ以降は新普通免許では運転できず、準中型免許が必要。 

(3) 女性就業者の労働環境整備に対する助成制度の見直し検討 

・女性就業者の労働環境の向上を図るため、建設現場などの女性用トイレ及

び更衣室の設置に対する助成を実施しています。今後は国の実施している

「快適トイレ設置71」の適用も検討し、男性就業者も含めた環境整備の取

組拡大を図ります。拡充 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
68 【建設業人材確保・育成支援事業】札幌市が平成 27 年度に創設した建設業の支援事業で、企業の人材確保・

育成に係る取組を支援するための助成事業と建設業の意義や魅力を伝えるための PR 事業を実施。 
69 【インターンシップ助成】当年度又は過去５年の間に、札幌市建設局又は下水道河川局所管の工事又は土木設

計・調査及び測量を受注した企業で、学生や就職希望者を対象にインターンシップを３日以上実施した企業に

対して 10 万円を助成。 
70 【建設機械運転免許取得助成】札幌市発注の除雪関連業務を受注した事業主に対し、雇用者が大型特殊自動車

免許を取得する際に、教習にかかる費用の２分の１に相当する額（上限４万円）を助成。 
71 【快適トイレ設置】男女ともに快適に使用できる仮設トイレとして国が定めた標準仕様を満足したトイレ。快

適トイレの仕様として、洋式便座、水洗機能、臭い逆流防止機能等の標準仕様を満たすもので、かつ、入口の

目隠しの設置、鏡付き洗面台、衛生用品などの付属品を備えるもの。 
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(4) 手続きの簡素化の検討 

・助成制度の利用拡大に向けて、使い易い制度と事務処理の効率化を目指し

て、申請手続きの簡素化を検討します。拡充 

 

3-2-2 建設産業の担い手確保等の取組に対する支援策の検討 

（取組・方向性） 

(1) 建設産業の担い手確保等に向けた企業の取組に対する助成制度の検

討 

・建設産業の担い手確保等に向けた企業の取組を広く支援するため、建設業

担い手対策支援事業補助金72（北海道）（構成員が一市町村に限定されない

団体）や、道内建設業担い手確保助成事業73（北海道建設業信用保証：地方

建協を通じて申請）の助成を受けられない団体においても、担い手確保の

様々な取組に活用できる助成制度を検討します。新規 

※新規採用職員等を対象とした研修開催や建設業の PR の取組費用等の補助を想 

 定 

※国家資格取得等に対する支援について、既存の支援制度を踏まえ、効果的な制 

 度を検討 

(2) 企業の情報発信体制等の取組に対する支援策等の検討 

・企業のホームページ整備【施策 1-1-3、3-1-4】や就業規則作成【施策 3-

1-3】等に対する支援策を検討します。新規 

 

3-2-3 建設現場での生産性向上等の取組に対する支援策の検討 

（取組・方向性） 

・市街地工事での ICT 施工を促進するため、ICT 建機74のリース料に係る持

ち出し費用の発生などの課題を踏まえ、支援策を検討します。【施策 6-3-

1】新規 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
72 【建設業担い手対策支援事業補助金】北海道内で構成員の所在地が一市町村に限定されない団体等を対象と

し、入職促進・定着促進・生産性向上に資する取組について、補助対象経費の２分の１以内（１申請あたり

100 万円以内）を補助。 
73 【道内建設業担い手確保助成事業】北海道内の建設業界団体を対象とし、高校生等を対象とした建設業の研修

会・現場見学会等や資格取得支援など、担い手確保に資する事業について、総事業費の 10 分の 9（１事業

180 万円以内）を限度として助成。 
74 【ICT 建機】ICT 技術を活用するため、マシンコントロール又はマシンガイダンスシステム搭載により施工の

省力化に資する建設機械。 
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3-2-4 他機関の人材確保・育成に資する取組への支援等 

（取組・方向性） 

・小中学生が建築関連の専門工事業の技能を体験できる「技能フェスティバ

ル75」（札幌地方職業能力開発協会が開催）の開催を支援します。継続 

・職業能力開発促進法76に基づき認定を受けた団体・法人等（建築、鉄筋、左

官、塗装関係など）が実施する職業訓練の経費に対する補助を行います。

継続 

 

 

施策３-３：女性にとっても働きやすい環境づくりの推進【市】 

女性の入職が増加し、能力を発揮できる機会が確保され、働きつづけられる建設産業

を目指すため、札幌市の男女共同参画の取組との連携を図りつつ、職場の環境整備など

に取り組む企業に対する支援や、先進事例の情報発信などの施策を検討し、女性にとっ

ても働きやすい環境づくりを推進します。 

 

3-3-1 建設現場での女性の労働環境改善などに対する支援 

（取組・方向性） 

・札幌市では、2015 年度から実施している建設業人材確保・育成支援事業に

おいて、建設現場等での女性用トイレ及び更衣室の設置、または女性用装

備品の購入に対する助成を行い、労働環境の改善の取組をサポートしてい

ます。今後も見直しを図りながら、取組を継続いたします。【施策 3-2-1】

継続 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
75 【技能フェスティバル】建築・左官・塗装・板金などの技能士等による実演、ものづくり体験コーナー、作品

展示、即売、ステージアトラクションなどを行うイベント。 
76 【職業能力開発促進法】職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の

安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律。 
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3-3-2 札幌市の男女共同参画に関する取組・施策等との連携強化 

（取組・方向性） 

・建設産業での女性にとっても働きやすい環境づくりの推進に向けて、「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に定める

市町村推進計画を包含するものとして策定された「第４次男女共同参画さ

っぽろプラン77（計画期間 2018～2022 年度）」との整合性を図りながら、

既存の取組との連携を図ります。拡充 

・国土交通省が 2020 年 1 月に策定した「女性の定着促進に向けた建設産業

行動計画」に示された取組内容などを参考にして、建設産業で働く女性を

応援する取組などを検討します。新規 

 

＜表８ 札幌市の男女共同参画に関する既存の取組の例＞ 

取組 取組の内容 

女性活躍に向けた働き方改

革サポート事業 

企業向けに女性が活躍しやすい環境整備に関するセミナ

ーの開催、働き方改革事例集の作成などを通じて、企業

へ波及・浸透させることで女性が働きやすい環境づくり

を支援する事業 

男女が共に活躍できる職場

づくり応援事業 

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進に積極的に

取組企業の認証や支援を行う事業 

 

 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
77 【第４次男女共同参画さっぽろプラン】札幌市の男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するための計画（計画期間：2018 年から 2022 年）。 

女性活躍に向けた働き方改革サポート事業 

（企業向けセミナー） 

女性活躍に向けた働き方改革ロールモデルづくり  

（参加企業の取組支援） 
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3-3-3 女性にとっても働きやすい環境づくりに資する取組の検討 

（取組・方向性） 

(1) 女性の活躍に取り組む企業に関する情報発信の検討 

・女性の活躍に関する先進的な取組を行う企業の情報については、建設産業

への入職を志す女性にとって重要な情報であることを踏まえ、札幌市ワー

ク・ライフ・バランス plus 企業認証制度や「えるぼし」認定制度の認証等

を取得した企業の優良事例の情報発信を検討します。拡充 

(2) 女性にとっても働きやすい環境づくりの取組に関する情報発信 

・新規で女性採用を検討する企業においては、女性を雇用するうえでの環境

整備や育成方法その他についての成功モデルやノウハウに関する情報が必

要であることを踏まえ、札幌市が札幌商工会議所と連携して実施する「札

幌市女性活躍に向けた働き方改革ロールモデルづくり78」事業のモデル企

業の取組に関する情報発信を行うなど、女性が働きやすい職場環境づくり

を目指す企業に対して先進事例を提供します。拡充 

・市が専門家を招聘してセミナーを開催する等の支援策についても検討を進

めます。拡充 

 

＜表９ 女性の活躍に取り組む企業等の認証・認定制度の例＞ 

認証・認定制度 制度の内容 

 

札幌市ワーク・ライフ・ 

バランス plus 企業認証 

制度（札幌市） 

仕事と子育ての両立に積極的に取り組む企業を

認証する制度に女性活躍に関する要素を追加し

た制度 

 

「えるぼし」認定制度 

（厚生労働省） 

女性活躍推進法に基づく一定基準を見たし、女

性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を

認定する制度 

 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
78 【札幌市女性活躍推進に向けた働き方改革ロールモデルづくり】女性活躍や働き方改革を課題とする市内企業

に社会保険労務士等の専門家を派遣し、コンサルティング支援を行うもの。また、企業と専門家の取組内容は

ロールモデル集として市内企業に広く波及させ、働き方改革に取り組む企業を増加させる。 
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施策３-４：技術者及び技能労働者の採用に向けた取組等への支援【市】 

企業の技術者や技能労働者の採用の取組等への支援として、各企業の企業紹介や

求人情報の情報発信、合同企業説明会等の効果的な支援策を検討します。 

 

3-4-1 建設産業の合同企業説明会等に対する支援策の検討 

（取組・方向性） 

・業界団体または企業が開催する合同企業説明会等の支援策について検討し

ます。新規 

・建設産業に特化した合同企業説明会を札幌市が開催するなどの支援策につ

いて検討します。新規 

 

3-4-2 採用説明会等に活用できる建設産業ＰＲ資料の作成、共用 

（取組・方向性） 

・採用説明会等に活用できる PR 用媒体(パンフレット等)を作成します。【施

策 1-1-2】新規 

・他の団体や企業等が作成した既存の PR 用媒体についても、共用が可能な

ものについては、様々なイベントや採用説明会等での活用を促進します。

新規 

 

3-4-3 企業情報の周知に関する支援策の検討 

（取組・方向性） 

・建設関連企業がホームページを通じて自社の紹介や求人情報等を発信する

際に、求職者が札幌市の建設産業のホームページを通じて各企業の求人等

の情報を得やすくなるような支援策を検討します。新規 

 

3-4-4 企業向けの勉強会やセミナーの開催 

（取組・方向性） 

・建設産業の各企業が入職者の確保や離職防止に向けた取組等について学ぶ

機会を提供するため、札幌市主催による勉強会やセミナーを開催します。

拡充 
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施策３-５：企業の枠を超えた若者・女性の活動に対する支援【業界団体、企業、市】 

若者や女性の活躍は建設産業の持続的な体制の確保に不可欠でありますが、市内

企業において若者や女性を数多く雇用する企業は少数であるため、同世代での情報

交換等が可能となるよう、合同研修など企業の枠を超えた横のつながりを創出する

機会の確保を支援します。 

 

3-5-1 若者・女性の活動との連携や横のつながりを創出する機会確保等

の支援 

（取組・方向性） 

・若者や女性の育成に向け、企業の枠を超えた横のつながりの機会を確保す

るため、若者・女性の活動等との連携推進を図るとともに、建設産業の市

内企業に入職した若手就業者を対象とした合同職員研修の開催等の支援策

を検討します。新規 

・女性の活動団体との連携強化や支援の取組を検討します。【施策 1-2-2】 

新規 

 

 

施策３-６：各種支援制度等に関する情報の集約・発信【市】 

建設産業の活性化に資する支援制度等が各機関において数多く実施されています

が、認知度が低く活用されていない制度もあるため、各種支援制度の情報を札幌市

の建設産業のホームページに集約し、活用しやすい情報発信を行います。また、札幌

市等の認証制度や認定制度の取得は、企業にとって PR につながるものもあり、取得

企業の情報は建設産業も視野に入れている就業活動者にとっても有益であることか

ら、併せて情報発信を行います。 

 

3-6-1 各機関が実施する各種支援制度に関する情報の集約・発信 

（取組・方向性） 

・各機関が実施する各種支援制度等に関する情報を収集し、札幌市の建設産

業のホームページ等と各機関の各種支援制度とのリンクを充実させるとと

もに、情報を集約しての情報提供方法を検討し、情報を必要とする人が活

用しやすい情報発信を行います。新規 
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3-6-2 札幌市等の認証・認定制度に関する企業の取組情報の発信 

（取組・方向性） 

・札幌市等が推進する認証・認定制度等を取得する建設企業等の取組に関す

る情報を札幌市の建設産業のホームページから情報発信をすることによ

り、情報の活用や取組の推進を図ります。拡充 

 

＜表 10 札幌市が推進する現行の認証・認定制度の例＞ 

制度 現行制度の内容 

 

札幌市ワーク・ライフ・バラ 

ンス plus 企業認証制度 

仕事と子育ての両立に積極的に取り組む企業

を認証する制度に女性活躍に関する要素を追

加した制度（H30.4 創設） 

 

さっぽろまちづくりスマ 

イル企業認定制度 
地域のまちづくりに関する企業の公益的な活

動を推進する制度（R1.7 創設） 
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■取組目標 4：人材確保、品質確保や地域貢献等に取り組む企業の支援 

施策４-１：企業の人材確保等の取組や技術力を考慮した発注方法の活用【市】 

工事等の入札時に、価格に加え技術力などの要素も総合的に評価して落札者を決

定する総合評価落札方式79を充実するなどにより、技術力の向上、企業の人材確保や

地域貢献などに積極的に取り組む企業を支援します。 

 

4-1-1 多様な入札契約制度の活用等 

（取組・方向性） 

(1) 入札契約制度の活用の方向性 

・価格に加え、技術力などの要素も総合的に評価して落札者を決定する総合

評価落札方式の充実などにより、技術力の向上や企業の人材確保の取組な

どに積極的に取り組む企業を支援します。なお、令和元年の品確法改正80

により対象となった調査・設計も含めて総合評価落札方式の活用を図りま

す。継続 

・除排雪や災害対応の体制維持を図るため、それらを担う企業の育成や支援

に資する制度を検討します。拡充 

(2) 新たな取組を考慮した発注方法の検討の方向性 

・本プランに掲げる担い手確保や生産性の向上などの新たな取組を促進する

ため、国や他の地方自治体を参考に、発注方法を幅広く検討します。新規 

 

＜表 11 本プランにおいて推進する取組とそれに対応する現行の発注方法の例＞ 

推進する取組 取組に対応する現行の発注方法について 

① 企業の人材確保・育成の取

組の推進 

総合評価落札方式（人材の育成や支援の取組を評

価） 

② 企業の品質確保や技術力向

上の取組の推進 

総合評価落札方式（施工実績や技術力、品質確保の

取組等を評価）、入札参加資格の設定（成績重視

型、品質マネジメントシステム認証取得） 

③ 除排雪や災害対応の体制維

持 

総合評価落札方式（地域貢献の取組を評価）、入札

参加資格の設定（雪対策事業の実績） 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
79 【総合評価落札方式】工事等の入札時に、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方

式。 
80 【品確法改正】公共工事の品質確保に関する国、地方公共団体、受注者等の責務を定めること等により、品質

確保の促進を図ることを目的とした法律。2019 年 6 月改正。 
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施策４-２：建設産業の活性化に資する取組に対する表彰制度等の検討【市】 

各企業において実施されている建設産業の活性化に資する様々な取組を、表彰や

認証制度の対象とすることを検討するとともに、またその取組を実施する企業につ

いて情報発信を行い、企業の更なる取組の促進や建設産業全体の PR につなげます。 

 

4-2-1 表彰や認証・認定制度の充実・活用等の検討 

（取組・方向性） 

(1) 企業の取組促進に向けた表彰や認証・認定制度等の検討 

・建設産業の活性化に資する企業の様々な取組において、表彰や認証・認定

制度の対象となっていないものについては、制度の創設を含めた企業の取

組の促進策について検討を進めます。新規 

※建設産業の PR に積極的に取り組む企業や業界団体などを検討対象とすること

を想定 

(2) 表彰や認証等の対象企業へのインセンティブの検討 

・表彰や認証等の対象となった各企業について、その評価された内容や取組

を札幌市の建設産業のホームページで公表するとともに、建設産業全体の

PR にもつなげます。新規 

・各企業の今後の更なる取組を促進するため、表彰や認証等を受けた企業に

対して、総合評価落札方式の評価項目としての活用等を検討します。新規 

 

＜表 12 総合評価落札方式の評価項目となっている現行の表彰・認証制度等の例＞ 

総合評価落札方式の評価項目 現行の表彰・認証制度等 

札幌市工事・業務の表彰回数 工事・業務成績優秀業者表彰 

札幌市雪対策事業等の従事実績 除雪表彰 

札幌市ワーク・ライフ・バランス plus 企

業認証の取得状況（ワーク・ライフ・バラ

ンス、女性活躍） 

札幌市ワーク・ライフ・バランス plus 企

業認証 

ISO9001 またはサッポロ QMS81の取得状

況（工事等の品質管理体制） 

ISO9001 認証（別機関）、サッポロ QMS

認証（別機関） 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
81 【サッポロ QMS】札幌市発注工事の品質確保、並びに地元中小建設関連業の品質管理能力の向上を図ること

を目的とした品質マネジメントシステムで、ISO9001 と比較して認証の取得・更新や品質管理に要する事務

処理の省力化を図るもの。 
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■取組目標 5：企業の経営基盤の強化と適正な利潤の確保 

 

施策５-１：適正な予定価格の設定【市】 

公共工事等の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保され

るよう、引き続き、市場や現場の実態等を的確に反映した適正な予定価格の設定を

行います。また、工事等の落札率の推移を見極めつつ、国や他の地方自治体の動向

や、公共工事等の従事者の賃金をはじめとする労働環境、事業者の経営環境の状況

を踏まえた上で、最低制限価格の設定の見直しについて判断していきます。 

 

5-1-1 現場と乖離のない歩掛・積算基準 

（取組・方向性） 

・企業の適正な利潤の確保を可能とするため、積算額と実勢価格に乖離があ

る場合については、これまでと同様、設計・積算の見直しを図るよう努め

るなど、引き続き適正な予定価格の設定を図ります。継続 

 

5-1-2 適正な利潤の確保に向けた積算基準の設定 

（取組・方向性） 

・週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正など82に

ついては、国や他の地方自治体の動向を踏まえ、適切に対処します。継続 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
82 【週休２日を達成した工事などの間接費や労務費・機械経費の補正など】週休２日の確保に取り組む工事にお

いて、現場での稼働期間が長くなることによる経費の上昇分を考慮して補正するもの。 



92 

施策５-２：中長期的な事業量の見通し【市】 

地域の守り手となる建設産業の各企業が、健全で持続可能な経営に向けて、計画

的に人材確保や資機材の更新を行うことができるように、行政として中長期的な

事業量の見通しを示すとともに計画的な事業執行に努めます。 

 

5-2-1 建設事業費の見通しと事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組・方向性） 

・建設事業費83については、市有建築物や都市基盤など

を計画的に維持・更新していくため極力平準化を行う

こととし、「札幌市市有建築物及びインフラ施設等の

管理に関する基本的な方針84」において 50 年間の長

期的試算結果を示すとともに、「札幌市まちづくり戦

略ビジョン・アクションプラン 2019」（以下「アクシ

ョンプラン 201985」という。）においては計画期間

（2022 年度まで）を通して年 1,000 億円規模を確保

しています。このアクションプラン 2019 に示した各

事業について、計画的な事業執行に努めます。継続 

 

施策５-３：地域を支える地元企業等の受注機会の確保【市】 

地域のインフラの整備・維持、災害時の緊急対応や除排雪など地域を支える建設

産業の経営基盤を強化するため、受注機会の確保につながる取組を推進します。 

 

5-3-1 地元企業への優先発注 

（取組・方向性） 

・地域の建設産業育成の観点から、技術的特性86等に応じて、過度に競争性を

低下させないように留意しつつ、これまでどおり地元企業への優先発注を

原則とすることで、地元企業の受注機会の確保に努めます。継続 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
83 【建設事業費】道路、学校、公園などの公共施設の建設や維持・更新等、建設事業に要する経費。 
84 【札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針】札幌市が所有する公共施設等の総合的

かつ計画的な管理を推進するための基本方針。 
85 【アクションプラン 2019】上位計画である札幌市まちづくり戦略ビジョンを実現するための中期実施計画と

して、戦略ビジョンとともに総合計画に位置付けられ、札幌市の行財政運営や予算編成の指針となるもの。計

画期間は 2019 年度から 2022 年度までの 4 年間。 
86 【技術的特性等】入札参加資格として定めることができる要件（地方自治法施行令第 167 条５）であり、構

造形式や工事規模、施工条件等、工事の施工に必要な技術的な特性。 

札幌市まちづくり戦略ビジョン 

・アクションプラン 2019 表紙 
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5-3-2 地域を支える企業の受注機会の確保 

（取組・方向性） 

・災害時の緊急対応や除排雪などの取組を踏まえ、地域を支える企業の受注

機会の確保につながる多様な入札方法の活用等に努めます。拡充 

 

施策５-４：下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の

実施【企業】 

改正品確法では、公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保

を主目的として、適正な額の請負代金での下請契約の締結や技術者・技能労働者に

係る賃金を含めた労働環境の改善に努めること等が受注者の責務として規定されて

います。 

建設工事の受注者は、工事の適正な施工を確保するため、合理的かつ適正な元請・

下請関係の確立に努めるとともに、建設産業における技能労働者の若年入職者の減

少している一因は、給与水準の低さと社会保険に未加入の企業が多いことがあげら

れており、担い手確保のために技能労働者の処遇改善に努める必要があります。 

 

5-4-1 下請契約の適正化及び技能労働者の処遇改善に向けた取組の実施 

（取組・方向性） 

(1) 下請契約や下請代金支払の適正化の取組 

・工事の受注者は、品確法や国交省の通知等に基づき、下請契約の締結およ

び適切な代金の支払いなど元請負人と下請負人の間の取引の適正化等に努

めます。継続 

(2) 技能労働者の処遇改善の取組 

・工事の受注者は、品確法や国交省の通知等に基づき、技能労働者の適切な

賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図ることに努めます。 

継続 

・技能労働者の処遇改善とキャリアの見える化を推進するため、建設キャリ

アアップシステム87を活用し、処遇改善や適正な労働時間の管理に努めま

す。拡充 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
87 【建設キャリアアップシステム】個々の技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、ＩＣカードを通じ

てシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指すシステム。2019 年

4 月運用開始。 
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【 下 請 契 約 及 び 下 請 代 金 支 払 の 適 正 化 並 び に 施 工 管 理 の 徹 底 等 に つ い て

（2019.12.2 国交省通知）】 

・建設企業等に対し、下請契約における請負代金の設定及び適切な代金の支

払い等元請負人と下請負人の間の取引の適正化等に努めることを求めた。

その際に、検査及び引渡し、下請代金支払い、下請負人への配慮等、技能労

働者への適切な賃金の支払い、建設業の働き方改革に向けた適正な工期設

定や週休２日の推進等を含む 11 項目に十分留意することとしている。 

 

【技能労働者への適切な賃金水準の確保について（2019.2.22 国交省通知）】 

・建設企業等に対し、適切な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を

図ることを求めた。その際に、技能労働者への適切な水準の賃金の支払い、イ

ンフレスライド条項88の適用等、法定福利費89等の適切な支払いと社会保険へ

の加入徹底に関する指導、若年入職者の積極的な確保、ダンピング受注90の取

り止め、適正な工期設定に伴う必要経費の確保の 6 項目の措置を講じること

としている。 

 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
88 【インフレスライド条項】予期できない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーシ

ョンを生じ、請負代金額が著しく不適当になったときに、請負代金額の変更を請求できる措置。 
89 【法定福利費】従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担

額。 
90 【ダンピング受注】公共工事の適正な施工が通常見込まれない価格での契約締結をすることで、工事の手抜

き、下請業者へのしわ寄せ、従事者の賃金などの労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながる可能性が高

いもの。 
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施策５-５：下請契約等の適正化に関する啓発の強化【市】 

適正な元請・下請関係の確立を促すため、入札参加企業に対する下請契約の適正

化に関する啓発を行います。 

 

5-5-1 下請契約等の適正化に関する啓発の強化 

（取組・方向性） 

・全ての入札参加者に対して、下請契約等の適正化に関する国の通知等を踏

まえた啓発指導文書を送付します。継続 

※これまでも全ての入札参加者に対する啓発指導文書を年 2 回送付 

・市が締結する全ての工事契約において、札幌市建設工事施工体系適正化指

導要綱91の要約版である「工事施工にあたってのお願い92」を配布するなど、

下請契約に関する注意事項についての啓発を強化します。拡充 

・建設産業に対して下請契約等の適正化に関する啓発を強化するため、国の

通知の周知徹底に向けた情報発信など、実効性を高めるための取組を検討

します。新規 

  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
91 【札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱】札幌市の発注に係る建設工事に関し、市における指導及び建設業

者の取組について定め、もって施工体系の適正化を図ることを目的とした要綱。 
92 【工事施工にあたってのお願い】札幌市で工事受注者に対して配布している工事施工に関する留意事項。札幌

市建設工事施工体系適正化指導要綱の周知徹底を図ることが目的。 
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■取組目標 6：生産性向上につながる i-Construction の推進 

 

施策６-１：ICT 活用工事の拡大【市】 

建設産業の働き方改革の推進や労働力不足対策として生産性の向上が不可欠です。現

状では市街地工事においては ICT93の適用可能な工事は少なく、プラント工事94や営繕工

事95等では適用可能な技術開発や基準整備が十分ではない状況でありますが、ICT 活用工

事96の適用拡大に努めます。 

 

6-1-1 ICT 土工・舗装工やその他の工種への適用拡大の検討 

（取組・方向性） 

・ICT 活用工事について、今後の適用工種の拡大などの国の動向を注視し、

取組の可能性のあるものについて試行を進めていきます。拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策６-２：i-Construction による事業の効率化【企業、市】 

調査、測量から設計、施工、検査、維持管理、更新までのあらゆる建設生産プロセ

スにおいて抜本的な生産性向上を目指す i-Construction97に取り組み、事業の効率

化を図ります。 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
93 【ICT】「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、ネットワーク通信を利

用し情報や知識の共有を図るもの。様々な産業分野における生産性向上を図るために活用され、新技術が開発

されている。 
94 【プラント工事】水道、下水道、ごみ処理などの処理施設の設備に関連する工事を指す。 
95 【営繕工事】建築物の新築・増改築・修繕工事などを一括して総称する。 
96 【ICT 活用工事】生産性向上を図るため、起工測量、設計データ作成、ICT 建機による施工、施工管理、納品

の各段階で ICT 施工技術を全面的に活用する工事。 
97 【i-Construction】国土交通省が進める取組であり、ICT の全面的な活用等の施策を建設現場に導入すること

によって建設生産システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指すもの。 

ＩＣＴ活用工事の施工状況 
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6-2-1 除排雪作業の効率化・省力化に向けた ICT の活用 

（取組・方向性） 

・札幌市冬のみちづくりプラン 201898に示した次の事例についての取組を

進めます。新規 

 

【「札幌市冬のみちづくりプラン 2018」で示した ICT 活用の取組事例】 

・１人乗り除雪機械の導入 

・GPS99を活用した作業日報などの提出書類の電子化や除雪機械の運行管理

の最適化 

・ダンプトラックの運搬距離低減や台数縮減に向けた排雪時の雪堆積場選定

の自動化 

・除雪現場の省力化に関する様々な活動を検討する「i-Snow100」への参画に

よる先進技術の共有と活用 

 

6-2-2 ICT 新技術の市街地工事や維持管理分野への活用の検討 

（取組・方向性） 

・i-Construction による事業を拡大していくため、導入が難しいとされる市

街地工事や維持管理分野101への ICT の活用を、新技術の開発や国の技術基

準類の整備等の動向を踏まえて検討します。新規 

 

6-2-3 コンクリートのプレキャスト化の活用の検討 

（取組・方向性） 

・コンクリートの生産性向上を図る部材のプレキャスト化102は、特に工期に

制約が大きい場合に有効であることから、工事現場での導入拡大を検討し

ます。拡充 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
98 【札幌市冬のみちづくりプラン 2018】札幌市の雪対策を取り巻く課題への対応をまとめた基本計画 
99 【GPS】衛星からの信号を受信し、地球上の現在位置を測定するシステム。 
100 【i-Snow】除雪現場の省力化による生産性・安全性の向上に関する取組プラットフォームの通称。 
101 【導入が難しいとされる市街地工事】ICT 土工では、土工量 10,000m3 以上で地下埋設物などの支障物の影

響を受けない現場条件の工事は工期短縮や省力化につながる効果が大きいのに対し、市街地工事では費用に見

合う効果を上げることが難しい。 
102 【部材のプレキャスト化】コンクリート構造物において、現場打ちコンクリート部材以外の部材を、工場又

はこれと同等の施工条件が備わった現場近くのヤードで製作することで工期短縮を図る。 
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6-2-4 BIM/CIM 活用業務及び設計段階からの３次元設計図面の導入

の検討 

（取組・方向性） 

・BIM/CIM 活用業務103の導入を図るとともに、３次元データの活用104に向

けた環境整備等の検討を進めます。新規 

 

 

施策６-３：ICT 施工の導入促進策の検討【市】 

今後 ICT 施工の拡大を目指すにあたり、ICT 活用工事の推進を図る方策等を検討

します。 

 

6-3-1 ICT 施工の導入促進策の検討 

（取組・方向性） 

・国の直轄工事や他の地方自治体での運用を参考に、ICT 活用工事での実施

率を上げる方策を検討します。新規 

・市街地工事での ICT 施工を促進するため、ICT 建機のリース料に係る持ち

出し費用の発生などの課題を踏まえ、支援策を検討します。【施策 3-2-3 再

掲】新規 

 

施策 6-４：受注者の作業効率化の推進【市】（施策 2-4 再掲） 

建設産業では人材不足が進むなか、改正労働基準法への適合と働き方改革の取組

が求められる状況となっています。また、令和元年度に改正された品確法において

は、公共工事に関する測量、調査及び設計が法の対象に追加されたことにより、業務

成果の品質向上が求められることとなりました。そのため、工事や業務の作業効率

化に資する取組を推進します。 

 

6-４-1 工事に係る事務の効率化（2-4-1 参照） 

6-４-２ 業務等の効率化に資する取組（2-4-2 参照）  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
103 【BIM/CIM 活用業務】調査・計画、設計業務において、後工程のために必要な 3 次元モデルを作成し、効率

的で質の高い建設生産システムである CIM（Construction Information Modeling, Management、一方 BIM

は建築物：Building）に活用するもの。 
104 【３次元データの活用】測量・調査、設計、施工、維持管理の各段階において、３次元データを一貫して活

用することで効率化・高度化を図る。 
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■取組目標 7：建設産業の発展に向けた横断的な取組の実施 

 

施策 7-１：企業の事業承継などの取組への支援【市】 

業績や資金面に何ら課題を抱えていないにも関わらず、後継者不在のため中小企

業が廃業に追い込まれるケースが増加しており、建設産業の体制確保への影響や地

域経済の衰退にもつながる懸念があることから、企業の事業承継などの支援策を検

討し、雇用環境の確保を図ります。 

 

7-1-1 事業承継に関する市の取組との連携 

（取組・方向性） 

・建設分野において企業の後継者不在を原因とした廃業を防ぐ取組を進める

ため、事業承継に関する市の取組との連携を図ります。拡充 

 

（参考）事業承継に関する市の取組例 

・札幌市では、2019 年度より後継者不在の中小企業を対象に面談等による積極

的な支援を進め、事業の譲り受けを希望する者とのマッチングなどの取組を

実施している。 

 

7-1-2 事業承継や合併などにおいて体制維持を目指す企業への支援策

の検討 

（取組・方向性） 

・入札参加者に対する合併支援策105について周知を図ります。継続 

・建設分野の各企業が合併等による体制維持を目指す際の課題等を整理し、

支援の在り方や方法等について検討します。新規 

 

 

施策 7-2：関係業界との連携強化【企業、市】 

建設産業以外の関係業界においても担い手不足が生じており、円滑に工事等を実

施するため、関係業界との連携強化を図ります。 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
105 【入札参加者に対する合併支援策】合併存続会社及び合併消滅会社に対し、経営事項審査結果に基づき算出

した点数を、等級の格付けを行う点数に加算するもの。合併により上位等級となる場合、従来の等級の入札に

参加できる。 
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7-2-1 建設業以外の下請業者や取引業者の確保に向けた連携強化 

（取組・方向性） 

・下請等の関係業界との連携強化を図り、業界の意見などを考慮して施策を

検討します。拡充 

 

【 下 請 契 約 及 び 下 請 代 金 支 払 の 適 正 化 並 び に 施 工 管 理 の 徹 底 等 に つ い て

（2019.12.2 国交省通知）】 

・通知に示している 11 の留意事項（p94 参照）において、「資材業者、建設機械

又は仮設機材の賃貸業者、警備業者及び運送業者等」に対しても建設業の下請

企業に準じた配慮をすることを求めている。 

 

施策 7-3：札幌市産業人材創出推進本部や関連計画等との連携【市】 

札幌市の産業人材の創出に関する対策を全庁的に推進する札幌市産業人材創出推

進本部106や関連する計画等との連携を図りながら進めます。 

 

7-3-1 札幌市産業人材創出推進本部の取組との連携 

（取組・方向性） 

(1) 産業人材の掘り起こし等に関する取組 

・札幌市産業人材創出推進本部に設置される「労働力不足業界支援分科会」

において、各業界の実態把握や情報共有・連携強化を図っていくため、建

設分野の実態把握等を進めるとともに、分科会で検討される産業人材の掘

り起こしやマッチング等の取組について連携を行うことで、建設分野の支

援につなげていきます。拡充 

 

(2) 外国人材の受入支援に関する取組 

・札幌市産業人材創出推進本部に設置される「外国人材受入支援検討分科会」

において、外国人材の受入を必要としている企業が円滑に受け入れること

ができるような支援の検討を進めるため、建設分野の外国人材の受入のニ

ーズを把握しながら連携を図っていきます。新規 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
106 【札幌市産業人材創出推進本部】建設分野をはじめ、今後も需要が見込まれる福祉・医療・介護分野などに

おいて、外国人材も含め、その技能や専門性を存分に発揮できる環境づくりと人材確保に取り組むため、

2019 年 7 月に立上げた。本部長は札幌市長。 
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7-3-2 市の関連計画との連携 

（関連計画との連携について） 

・本プランの取組にあたっては、以下に例示する関連計画等との連携を図り

ながら進めていくものとします。拡充 

 

＜表 13 本プランに関連する計画の例＞ 

関連計画 関連事項など 

第２期さっぽろ未来創生プ

ラン（2020.3 改定） 

人口減少の緩和に関する個別計画として、重点プロジェ

クトに「さっぽろで働く」の支援、子育て環境の充実、

まちの魅力アップを掲げて、オール札幌で取組を推進 

第 2 次札幌市都市計画マス

タープラン（2016.3 改

定） 

札幌の都市計画に関する基本的な方針として、目指すべ

き都市像の実現に向けた取組の方向性を全市的視点から

整理したもので、個別事業においても指針として活用 

札幌市市有建築物及びイン

フラ施設等の管理に関する

基本的な方針（2019.12 改

定） 

インフラ施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するた

めの基本方針であり、施設総量について 10 年後の中期

的目標を設定するとともに、30 年、50 年の長期的試算

を示し、それに基づき中長期的な事業費の見通しを示す 

札幌市地域防災計画（随時

改定） 

第２章災害予防計画（公共施設の災害対策等）、第３章

災害応急対応計画（災害時の応援協定締結等）など建設

産業の役割と深い関連 

札幌市強靭化計画

（2019.12 改定） 

災害に強いまちづくりに向けて防災・減災及び復旧・復

興に資する施策を総合的、計画的に進めるための計画で

あり、施策プログラムにインフラ施設の防災対策や建設

産業就業者の確保・育成などが位置付けられる 

札幌市冬のみちづくりプラ

ン 2018（2018.12 改定） 

少子高齢化や人口減少社会を見据えた持続可能な冬の道

路環境を実現するための雪対策の基本計画であり、雪対

策の担い手である建設業は本プランの対象と重なるた

め、特に連携を要する 

札幌市産業振興ビジョン

（2017.1 改定） 

中小企業振興施策の総合的な計画であり、中小・小規模

企業への経営基盤の強化や担い手確保・育成、女性が働

きやすい職場環境の整備など様々な支援等を行うことに

より産業振興を推進 

第４次男女共同参画さっぽ

ろプラン（2018.4 改定） 

男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画を推進

するための環境整備や女性活躍に取り組む企業への支援

などの男女の多様な働き方の推進などを目標に掲げる 
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新・さっぽろ子ども未来プ

ラン（2015.3 改定） 

ワーク・ライフ・バランス推進事業などの働きながら子

育てしやすい環境整備の支援等を掲げる（※2020 年度

に次期プランを策定予定） 

札幌市教育振興基本計画

（2019.2 改定） 

教育に関する施策を総合的・体系的に推進するための計

画であり、地域の企業等と連携した職場見学や職業体験

などを推進する「小・中学校における進路探究学習の充

実」などが含まれる 

第３期札幌市市民まちづく

り活動促進基本計画

（2019.6 改定） 

市民まちづくり活動を促進する取組を総合的・計画的に

推進する計画であり、企業の社会貢献活動の促進なども

含まれる 

 

 

施策 7-4：教育分野との連携【市】 

子どもが建設産業の役割について理解を深める機会を拡大するために、学校教育

等と効果的に連携する方策を検討します。 

 

7-4-1 建設産業に対する子どもの理解の醸成 

（取組・方向性） 

・学校教育等の中で、様々な職業について学ぶ機会として職場体験などが取

り入れられていることを踏まえ、建設現場の活用など今後の連携拡大に向

けて検討します。拡充 

・子どもがインフラ施設などの役割や除排雪などについて学ぶ際に、建設産

業の役割等についても併せて理解してもらうことができるよう、子どもや

教育に関わる分野との連携を図ります。拡充 
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施策 7-5：他機関の建設産業関連施策との連携【市】 

担い手確保に向けた様々な施策の推進にあたって、他機関で実施されている建設

産業関連の施策との連携を図ります。 

 

7-5-1 他機関の建設産業関連施策との連携 

（取組・方向性） 

・各施策の推進にあたって、建設産業を取り巻く担い手不足の状況など多く

の課題を共有する北海道開発局や北海道との連携を強化し、効果的な取組

を目指します。拡充 

・支援制度の検討にあたって、厚生労働省や保証事業会社をはじめ他機関が

行う各種支援事業を踏まえ、必要な調整を図りつつ、制度の利用者にとっ

て使いやすい支援策を目指します。新規 

 

 

■取組目標 8：将来に向けた広い観点での中長期的課題の検討 

 

施策 8-１：地元建設産業の持続的な体制確保に向けた中長期的課題の検

討【市】 

外国人労働者への対応や産業構造の変化など今後の大きな局面の変化や国の動向

などを踏まえ、持続的な体制確保に向けた中長期的な課題について検討します。 

 

施策 8-2：国の政策に関する要望の対応検討【市】 

建設産業の持続的な体制確保のため、必要な政策を業界と一緒に国に対して働き

かけるなどの対応を検討します。 

 

施策 8-3：官民含めた建設業界全体での働き方改革の推進【企業、市】 

民間発注の工事等においても働き方改革が推進されるよう、官民の発注者が連携

した取組を推進します。 
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